
 

 

 

 

 

八王子市では、「はちおうじ就職ナビ」に掲載されている中小企業等に就職した市内在住の若者

に、奨励金（10万円）を交付する制度を実施しています。 

就職活動中の皆さん、就職活動を控えている皆さん、八王子市内にどんな企業があるかを知り、

就職の幅を広げてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内の中小企業に就職した若者に奨励金を交付！ 

下記の要件をすべて満たしている方 

 ①高校・大学・短大・高専・専門学校等（※１）を卒業して３年以内 

   ②「はちおうじ就職ナビ」に掲載されている中小企業等（※２）に正規社員（※３）として就職 

 ③市内に住民登録がある 

 ④この制度による奨励金の交付を過去に受けていない 

    ※１：学校教育法に規定する学校が対象です。よって専修・専門学校においては都道府県の認可を受けている学校が

対象となります。 

   ※２：中小企業法第 2条に掲げる中小企業が対象です。また、社会福祉法人等の企業以外の法人の場合は、従業員 300

人以下の法人が対象です。 

   ※３：正規社員とは、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であって、正社員待遇（就業規則等に規定する賃

金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給または昇格等の労働条件が適用されることなど長

期雇用を前提とした待遇をいう）を受けている労働者をいいます。 

 

対 象 

①交付対象者の認定⇒上記①～④の要件をすべて満たせば申請できます。（申請期間は就職後 1 年以内） 

・ 奨励金交付対象者認定申請書（第１号様式）を記入の上、次の書類を添付して提出してください。 

添付書類：大学等を卒業した事実を証する書類またはその写し（卒業証明書、卒業証書の写し） 

        住民票の写し（本人の分のみ。世帯主・続柄、本籍地、マイナンバー等の記載は不要） 

在職証明書（第２号様式） 

②１回目（７万円）の奨励金の申請 

・ 交付対象者として認定され、就職後２か月を経過していれば申請できます。 

・ 奨励金交付申請書（第６号様式）を記入の上、提出してください。市で審査した後、交付請求に

基づき指定の口座に振り込みます。 

③２回目（３万円）の奨励金の申請 

・ 就職後に課税された市民税の納付後（就職した年の翌々年の６月１日以降（※４））に申請できます。 

・ 奨励金交付申請書（第７号様式）を記入の上、在職証明書（第２号様式）を添付して提出してく

ださい。市で審査した後、交付請求に基づき指定の口座に振り込みます。 

   ※４：就職した年の翌年度に属する年度分の市民税の納付義務が発生しなかった場合は、就職した年の３年後の

６月１日以降となります。 

申請方法 

申請書等の様式は、市のホームページや「はちおうじ就職ナビ」からダウン

ロードできます。市役所６階産業政策課の窓口でも配布しています。 

 

裏面につづく 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

   

 はちおうじ就職ナビ 

 QR コード 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はちおうじ就職ナビ」（http://www.kyujin.hachioji-tokyo.jp/） 

をご覧になってください。 

 

約 200 社(H31.4 月時点)の企業情報を掲載しており、自分に合った企業をみつけるための「こだ

わり検索」をはじめ、さまざまな業種・職種から市内企業を探すことができます。また、入社し

たきっかけや、若手社員の一日、就活生へのアドバイスなどのコラムも掲載しています。 

八王子市にある企業はどうやって知ることができますか？ 

問い合わせ  八王子市産業振興部産業政策課 

       所在地 八王子市元本郷町３―２４－１ 

       電 話 ０４２（６２０）７２５２  ＦＡＸ ０４２（６２７）５９５１ 

       メール b091100@city.hachioji.tokyo.jp 

〇奨励金の交付対象者に認定された方には、市で行うアンケート調査や、企業と学生との交流イベント、 

「はちおうじ就職ナビ」の記事掲載などに関し協力をお願いする場合があります。 

〇交付対象者の認定申請は就職後 1年以内に行ってください。それ以降は無効となります。 

〇奨励金の交付を受けるには、各回の奨励金交付申請時に要件を満たしていることが必要です。 

〇奨励金の交付対象者として認定された後、認定時に就職していた会社を離職すると、その時点で交付対象

者としての資格は喪失し、奨励金を受け取ることはできません。離職後にはちおうじ就職ナビ掲載企業に

転職した場合も奨励金を受け取ることはできません。 

〇奨励金の交付対象者として認定された後、市外へ一度でも転出した時点で、交付対象者としての資格は喪

失し、奨励金を受け取ることはできません。 

〇奨励金交付後、交付要件を満たしていなかったこと等が判明した場合は、返還を求める場合があります。 

○当奨励金制度もしくは認定要件等については、一定期間経過後、変更・見直しを行うことがあります。 

注意事項 

（2019.04.01） 

http://www.kyujin.hachioji-tokyo.jp/

